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今回のＶＯＩＣＥについて 

今年度のＩＭＰＤ労使通年協議では、60 歳以降の働き方や、ＩＭＰＤの事業特性を踏ま

えた対応などについて協議をおこなっています。 

また、次年度も含めた継続検討項目としては、社員の複線型人事体系について、協議をお

こなっています。 

今回の中間報告のＶＯＩＣＥでは、それらも含めた協議の進捗状況について共有をおこ

ない、意見交換することを目的としています。 

 

 

  
＜今回の VOICEの項目＞ 

１．エルダースタッフ制度の一部見直しについて（対象：社員・メイト社員・エルダースタッフ） 

２．ステージＢ本給表の一部見直しについて（対象：社員） 

３．本拠地制度の設定について（対象：社員） 

４．建装業界の特性やＩＭＰＤの現状を踏まえた対応について（対象：全雇用形態） 

５．複線型人事制度の検討の方向性について（対象：社員） 

６．技能社員制度の対応について（対象：技能社員） 

７．所定労働時間の短縮について（対象：社員・技能社員・メイト社員・エルダースタッフⅢ） 
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１．エルダースタッフ制度の一部見直しについて  

（対象：社員・メイト社員・エルダースタッフ） 

 １）検討を行う背景  

① 業界の状況  

建装を含む建設業界では、コロナ終息後の需要回復や、大型プロジェクトの計画促進、こ

の先の大阪万博やＩＲなどの計画も踏まえ、需要の拡大が見込まれています。 

 一方で、業界内での人手不足は、より顕著になりつつあり、業界として、豊富な経験をも

つ人材や、有資格者などを中心に、人材の囲い込みも発生していると考えられます。 

 

② ＩＭＰＤの状況 

 ＩＭＰＤでは、10 年ビジョンの中長期計画を掲げ、事業の拡大を目指す中で、要員数に

おいても 900人規模（現在は出向者含め約 350人）の企業を目指しており、新たな人材の確

保が重要な状況となっており、新卒採用や中途採用の強化を図っています。 

 

２）方向性 

 ＩＭＰＤでは、人材の確保の観点から、新卒採用や中途採用の強化と合わせて、ＩＭＰＤ

での経験が豊かな社員を主に想定し、60歳に到達し、エルダースタッフとして再雇用後も、

これまでの経験がより活かせるような人事制度が必要だと捉えています。 

方向性としては、エルダースタッフのあらたな区分新設を想定した検討をおこなってい

きます。 

 

＜制度イメージ＞ 

区分 概要 

エルダースタッフⅠ 時給制・週所定労働時間 20時間未満 

エルダースタッフⅡ 時給制・週所定労働時間 28時間以上 

エルダースタッフⅢ 月給制（本給：22万 6千円）・フルタイム勤務 

新たな区分新設 ・月給制を想定 

・エルダースタッフⅢを上回る本給水準を想定 

・評価制度の導入を想定 

 

３）今後の検討内容 

   今後の検討に向けては、主に下記の内容について検討をおこないます。 

 

主な検討内容 

・新区分の位置づけ明確化 

・本給水準 

・区分の対象者の明確化 

・評価制度の詳細 

 

４）制度改定時期 

    制度改定時期については、2024年 4月 1日を想定しています。 
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２．ステージＢ本給表の一部見直しについて （対象：社員ステージＢ） 

１）検討を行う背景  

現在のステージＢ本給表は、2023年 6月 16日の本給評価反映後に移行をおこない運用を

スタートしました。 

本給移行に当たっては、対象者全員が同じルールの基、移行をおこないましたが、結果と

して、一部の対象者において、評価を反映する個人成果給の格付けが、本給表の最上限（Ｂ

３の 1ランク）に格付けとなり、この先、評価結果に関わらず、昇給に反映されない（※役

割給の変更による賃金変動は除く）状況となりました。 

従って、やりがいや働きがいの観点から、本給評価の結果により、昇給に反映されるよう

ステージＢ本給表の一部見直しを検討します。 

 

２）方向性 

 方向性としては、ステージＢ本給表の個人成果給、Ｂ３の上限を一定ランク引き上げる対

応をおこないます。 

 

３）今後の検討内容 

 今後の検討については、ステージＢ本給表の上限引き上げによる本給上限金額と、ステー

ジＡの制度上の金額とのバランスも図りながら、引き上げランク数の設定などの検討をお

こなっていきます。 

 

４）制度改定時期 

 制度改定時期については、23年度本給評価反映後の 2024年 6月 16日を想定しています。 

 

＜改定イメージ＞ ※現本給表から、数ランク引き上げる事を想定 
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３．本拠地制度の設定について （対象：社員） 

１）検討を行う背景  

ＩＭＰＤでは、今後、事業拡大をすすめる中、各地域における拠点の整備が更にすすめら

れていく事が想定されます。 

また、今後は、各地域での社員の中途採用の強化や、拠点を跨ぐ人事異動により、人材の

更なる流動化も想定されます。 

 

２）方向性 

全国転勤を伴う社員を対象として、拠点を跨ぐ人事異動時などにおいて、国内転勤規程に

基づく対応（別居手当の支給など）の対象者となるか否かなどの明確化を図っていく事を目

的として、社員 1人 1人に対して、本拠地を設定することを検討していきます。 

 

本拠地制度導入による基本的な考え方 

設定した自身の本拠地の事業所で 

勤務をおこなう場合  

転勤扱いにならない。 

 

社命による人事異動により、設定した自身の 

本拠地以外の事業所で勤務をおこなう場合 

転勤扱いとする。 

 

※現在の会社組織を踏まえ想定される本拠地 

・首都圏、札幌、新潟、名古屋、大阪、福岡 

 

３）今後の検討内容 

 今後の検討については、下記の通りとなりますが、特に、個人の事情などにより本拠地変

更を希望する場合や、新卒入社（ステージＣt）社員の本拠地の考え方などについて、検討

をおこなっていきます。 

 

主な検討内容 

・制度導入時点における各個人の設定方法 

・本拠地変更を希望する場合のルール 

・ステージＣtの本拠地の考え方の整理 

 

 

４）制度導入時期 

 制度導入時期については、2024年 4月 1日を想定しています。 
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４．建装業界の特性やＩＭＰＤの現状を踏まえた対応について（対象：全雇用形態） 

 

ＩＭＰＤでは、これまで人材確保の観点などを踏まえ、住宅手当の設定や資格保有手当の

対象資格拡大などの対応をおこなってきました。 

 但し、今後の事業の方向性も踏まえ、人材確保の重要性が更に顕著となる中で、そのサポ

ートにも繋がる対応の検討を継続しておこないます。 

 

１）社宅管理規程の一部見直し 

 ＩＭＰＤでは、新卒入社の社員や技能社員が、社宅入居の要件（自宅から勤務地への通勤

が不可能である者であり、かつ、会社が認めた者）を満たした場合は、会社が指定するマン

ションなどの施設に、社宅として入居できる制度の運用をおこなっています。 

 入居時の費用負担については、家賃に対する自己負担金額の水準が、入居期間により増加

する制度となっていますが、個人負担軽減などの点から、入居時からの自己負担額を変動さ

せない対応の検討をおこないます。 

 

期間 現在の自己負担金額  自己負担金額（イメージ） 

入社から 2年間 35,000円 入居期間に関わらず 

35,000円 3年目から 4年目 40,000円 

5年目から 6年目 50,000円 

 

 

２）資格取得に関する支援の拡充について 

 ＩＭＰＤの業務運営に繋がる資格の手当関連については、取得に向けた受験料の会社負

担や、取得後の保有手当などの制度の運用をおこなっています。 

 その中で、一級建築士については、独学での取得が難しく、専門学校に通うことが取得の

ための一般的な道筋となるため、入学金など費用の面でも負担となります。 

 この先、ＩＭＰＤとして、一級建築士の資格保持者を増やしていく事は、事業の拡大の点

においても重要な取り組みとなるため、専門学校に通うための費用負担など、取得を目指す

対象者への支援の拡充を検討します。 

  

３）その他 

 その他として、住宅手当の拡充（対象者・水準など）の必要性や、資格保有手当関連の見

直しなど、今後も、随時検討をおこなっていきます。 
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５．複線型人事制度の検討の方向性について（対象：社員） 

１）検討を行う背景  

ＩＭＰＤで入社する社員は、事業特性などから、設計・デザインや施工など、比較的、専

門性の高い働き方をおこなっているケースがあります。 

一方で、現在の社員は、ステージが上がるほどに、マネジメントや運営管理といった要素

が強く求められる位置づけであることから、あらためて社員の人事体系を整理することが

必要ではないかと捉えています。 

これらの事を整理する中において、今後の事業拡大の方向性、キャリア志向の多様化など

を踏まえ、社員を対象とした複線型人事制度の検討をおこなう事とします。 

複線型人事制度の現在のイメージとしては、ステージＣから、ステージＢやＡを目指す現

在の人事体系とは別に、個人が持つ専門性をより活かした体系を設計することを想定して

います。 

 

２）制度改定時期  

複線型人事制度を検討していくに当たっては、現行の社員ステージ制との整理や、期待役

割の在り方、キャリアパスの考え方などを整理した上で、あらたな体系の設計を想定してい

ることから、2024年度への継続検討項目とし、制度改定については、2025年度を目指して

いきます。 

 

 

＜複線型人事制度のイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜イメージ①＞

現行の体系 専門性を活かしたあらたな体系

ステージA

ステージB

ステージC

ステージCt

入社 ※入社時選択もしくは

コース別採用

＜イメージ②＞

現行の体系 専門性を活かしたあらたな体系

ステージA

※B昇格後選択

ステージB

ステージC

ステージCt

入社
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６．技能社員制度の対応について（対象：技能社員） 

１）60歳以降の対応について 

技能社員制度は、暫定的に 60歳までの雇用形態として運用をおこなっていますが、雇用

形態としての職能の位置づけを踏まえると、定年延長をおこない、技能社員として 60歳以

降も継続できる体系や制度があるべきと捉えています。 

但し、現在は三越伊勢丹グループのガイドライン上、定年延長は原則、認めていない状況

もあるため、エルダースタッフとしての継続なども方向性に含めながら、検討をおこないま

す。 

現行制度  60歳以降の対応の方向性（イメージ） 

60歳までの雇用形態 技能社員として 60歳以降も継続勤務 

60歳以降、別の雇用形態を設定し、希望する場合は

再雇用（※社員→エルダースタッフを同じ考え方） 

 

２）扶養家族手当の対応について 

技能社員の扶養家族手当については、技能社員制度の運用スタート時点において、社員時

点から受給をしていた対象者のみを対象に運用をおこなっています。 

今後の協議としては、扶養家族手当の対象を、等級などにより対象者の区切りを設けるべ

きかなどを踏まえ、整理をおこなっていきます。 

 

３）等級進級要件（1等級→2等級）の一部見直しについて 

1等級から 2等級への進級要件については、1等級の一定ランクに到達することと合わせ

て、家具製作に必要な二級の資格を 2つ取得する事を条件として、運用をスタートしていま

す。 

但し、塗装については、その特性から、配属後、基本的に塗装担当からの配置換えは無い

ことや、木工資格についても、選考がおこなわれない年が不定期に発生する事などにより、

2等級進級可能ランクの到達までに、必要な二級資格を 2つ取得することが難しい場合も考

えられます。 

従って、資格取得の条件を、1つとすることも視野に、見直しの検討をおこないます。（※

2024年 4月 1日の改定を想定しています。） 

 

４）評価シートの内容の精査について 

評価シートについては、技能社員独自の設計として、今年度より運用をおこなっています。

但し、等級ごとの項目や選択項目の表記について、働き方の実態と合致しているかどうかも

含め、必要に応じ表記内容を修正していくことを想定しています。 

 

５）技能社員から社員への転換制度の在り方について 

技能社員から社員への転換は、業務内容やメンバーのキャリア志向などを踏まえ、転換の

制度は設定しないことを前提としていますが、一方で、業務上で怪我を負い、これまでと同

様に技術による貢献が困難となった場合など、雇用継続を前提としたセイフティネットの

観点からその必要性も捉えており、引き続きその在り方について検討をおこないます。 
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７．所定労働時間の短縮について 

（対象：社員・技能社員・メイト社員・エルダースタッフⅢ） 

 

ＩＭＰＤのフルタイム勤務者（社員・技能社員・メイト社員・エルダースタッフⅢ）の１

日の所定労働時間は、現在、７時間 35分としています。 

ＩＭＰＤでは、3年計画で、2021年度の 7時間 55分から 10分ずつ短縮し、最終的には 7

時間 25分とすることを目指しており、2024年度からの運用開始を想定しています。 

今後は、10 分短縮による働き方への影響の検証など、現行の時間外発生の状況も踏まえ

ながらすすめていきます。 

 

 

 

８．今後のスケジュール 

スケジュール 内容 

・10 月 4 日～10 月 25 日 2023年度労使通年協議項目の中間報告 VOICE 

・10 月 27 日～11 月 10 日(仮) 限定メンバーズ VOICE（動画配信）予定 

 


